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論文内容の要旨

本論『リスクと現代社会』は三部から構成されている o 第一部「リスクの社会理論」ではリスクの社会理論的な意

義について検討する。第二部「リスクの現代社会論」は、福祉国家体制におけるリスクの処理形態について論じた上

で、現代的なリスクに直面した福祉国家の限界について論じる。第三部「リスクの社会政策」は、リスク問題に関し

て考えられる処方筆について検討する o ここでわれわれが取り扱う「リスク問題」は、たんに社会学理論における新

たなプロブレマティックであるだけではなく、実践的、政策的な意義をももっているo それゆえここでは、リスク問

題の理論的な意義の検討から始まり、現代社会におけるリスク問題の重要性とその対応策についても論じることにする。

第一部 リスクの社会理論

第一部では、リスク問題の社会理論的な考察を行う。

第一章「リスクと近代」では、「リスク社会」論の概観とその批判について検討する。

「単純な近代」である産業社会の主要なカテゴリーであった階級や家族などの概念は、「再帰的な近代」であるリ

スク社会では「伝統化」し、すでに解体しつつある o I再帰的近代」は、「工作された不安定さ」と「グローパルイヒ」、

「個人化」という三つの柱から構成される o I リスク社会J と「再帰的近代」のアイデアはその後様々な論争を呼ぶこ

とになる。

第二章 Ir不安定さ』と『リスク JJ では、リスク概念の社会学的精徹化を通じて「リスク社会」論の意義を再検討

する。

リスクは「計算可能性」の基準によって客観的に測定される危険の尺度ではなく、「意思決定依存↑引の基準によっ

て「危険」と区別されるo それに加えて、リスクの概念規定には「コントロール可能性」の基準が重要である o リス

クの領域は、意思決定可能性の増大とテクノロジーの発展とともに拡大していくが、現代では、意思決定に依存する

けれどもコントロール可能'性を越える「セカンド・オーダーの危険」が現れているo

第一章 リスクと近代

第一節「なぜリスクが問題なのか? J では、現在人口に捨笑している「リスク」がいったいなぜ今問題になるのか

について簡単に言及することによって、本論全体の問題意識である「リスクと現代」という課題を提起するo
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第二節「産業社会からリスク社会へ」で、は、「リスク社会」論を提唱したウルリッヒ・ベックの議論を概観すると

ともに、リスク社会と近代との関わりについて検討するo

第三節「リスク社会をめぐって」では、ベックの「リスク社会」と「再帰的近代化」をめぐって多くの議論が行わ

れたうち、これら二つの概念そのものを問題とした二人の論者の議論を検討する O

立
早

第 「不安定さ」と「リスク」

第二章では、ベックに対する批判を考慮に入れつつも、以下の点を踏まえてより社会学的な「リスク」概念を検討

する o

①「産業-技術的に生み出されたリスク」が社会に与える影響

②「リスク」を社会学的な対象とするための理論的な準備作業

第一節 rf危険J と『リスク JJ では、 N ・ルーマンの「リスク」論を手がかりにしながら、「産業一技術的な現象」

に限定される傾向のあるベックの「リスク」概念をより広範なレベルでの「社会現象」としてのリスクとして捉え直

すことを試みる o

第二節「セカンド・オーダーの危険」では、「リスク社会」論の問題とする現代の新たなリスクは、第一節で理論

的に再構成したリスク論からは「セカンド・オーダーの危険」として特徴づけることができるということを論じるD

第二部 リスクの現代社会論

第二部では、リスクと社会制度との関わりについて論じる o

第三章「保険社会一福祉国家の形成論理とその限界」では、リスクと近代保険との関係および福祉国家制度の発展

について論じる。

近代は新たに生じたリスクを保険によってカバーしてきた。当初、それは民間保険会社や共済組合によって行われ

てきたが、次第に国家が「強制保険」を導入することによって保険領域に強く関与するようになる。それが「保険社

会」つまり「福祉国家」の形成となる。

第四章「リスク社会ークーローパル化時代の福祉国家」では、第三章で辿ってきた保険社会が現代的なリスクの新た

な特徴のために直面している問題について論じるo

後期近代の「リスク社会」は、前期近代の「保険社会」における保険可能性が一定の限界に直面するときに現れる。

福祉国家的な保障制度がもはや効力を失いつつあるときに、リスク社会が問題になる。しかしこの新たなリスク、

「新たな不安定さ」は、国民国家的な枠組を越えた新たな市民社会的連帯を生み出すための政治的な起爆力をもって

いる。

第三章 保険社会一福祉国家の形成論理とその限界

第一節 rf保険』と『リスク JJ では、第一部で検討した「リスク」概念に依拠しながら、リスクと保険との関わり

について論じる。

第二節「福祉国家の形成」では、リスク概念を軸にした福祉国家論を試みる。

第三節「保険可能性の限界」では、福祉国家が基盤としてきた保険の論理が、一定の新しいリスクを前にして効力

を失いつつあるということを示す。

第四章 リスク社会ーグローパル化時代の福祉国家

第一節「多元的グローパjレイヒとグローパリズムj では、グローパル化の圧力にさらされている福祉国家をめぐる論

争を、 P ・プルデューとU ・ベックの議論を中心に検討するo

第二節 rf予防 preventionJ から『警戒 precautionJ へ」では、福祉国家が前提としていた「予防」パラダイムが

新しいリスク、つまりエコロジカルな問題や製造物責任の問題によって「警戒」パラダイムへと転換しつつあり、こ

うした転換こそが「リスク社会」を時代的に区別するメルクマールであることを示す。

第三節「警戒原則の制度化」。警戒原則は国際協定のなかで採用されたが、その制度化は、拡大製造物責任と戦略

-50 一



的環境アセスメントによって政策的に実行される D これらの制度は情報公開と市民参加を取り入れており、そのこと

によって市民にもリスクにかんする責任が帰せられることになる。

第三部 リスクの社会政策

第三部「リスクの社会政策」は、第二部「リスクの現代社会論」で論じた現代社会認識に基づいて、「不安定さ J

を前提とした政策としてどのような方法が考えられるのかについて検討するo ここでは、これまで論じてきたリスク

社会論の観点から、近年提案・導入されている様々な社会政策の方法を検討する o

第五章 rr不安定さ J の民主主義一リスクをめぐる審議」では、「新たな不安定さ」のダイナミックスが民主主義に

もたらす諸問題について論じるo

第六章 rr不安定さ」の政治経済一『市民社会』の活性化」では、グローパル化の時代における「新たな不安定さ」

のダイナミックスが地域経済や労働、国家形態におよぼす影響とその対応策について検討する o

第五章 「不安定さ」の民主主義一リスクをめぐる審議

第一節「リスクと危険の分裂ーリスク社会におけるデモクラシー」では、リスクと危険の分裂構造を前提としたう

えで\リスク社会におけるデモクラシーに関わる問題と行政改革の現在の動向を検討する。

第二節「審議による市民参加」。第一節で示した「リスクと危険の分裂」構造を前提としたうえで、 リスクに対処

するためにどのような現実的政策が考えられるだろうか。また政策上の意思決定の際に、ひとびとはリスクに対して

どのような「警戒」を行うことができるのかを検討する。

第六章 「不安定さ」の政治経済一「市民社会」の活性化

第一節「市民通貨一『連帯個人主義』の可能性」。階級や階層から新たに解放された諸個人が作り上げる新たな共

同性はどのような形態を取るのだろうか。また、個人化の過程が進行していくなかで、他者への奉仕や自然、の保護は

いかにして可能なのだろうか。ここでは、へルムート・パーキングの「連帯個人主義」論を検討しつつ、その制度的

基盤としての地域通貨取引制度 (LETS) の可能性を示す。

第二節「労働のポートフォリオと市民労働」では、 LETSや「市民労働」モデルの導入が、「労働」概念の拡張と、

雇用労働と家事労働、ボランタリー労働の往還可能性をもっていることを示す。

第三節 rr トランスナショナル国家』の可能性」では、「バーチャルな納税者」としてのグローパル企業に税負担を

かけ、「市民労働」のための財源を確保するというベックのアイデアの実現可能'性について検討するo

論文審査の結果の要旨

本論文は現代社会がかかえるさまざまなリスクと、それに対応しようとする制度的仕組みの関係の考察を通して、

現代社会の構造とその未来像を社会学の立場から展望しようとするものであるo

環境汚染や環境ホルモン、あるいはまた繰り返される原発や核燃料施設での事故といったような科学・技術の発達

がもたらすリスクのみならず、倒産や失業のリスク、福祉国家の危機がもたらす社会生活への脅威など、我々の日々

の生活はリスクと隣り合わせの危うい基礎の上に成り立っている。近年こうしたリスクに対する意識の高まりに対応

するような形で「リスクの社会学」が展開されてきており、本論文もこうしたコンテキストを背景に、これまでの議

論の整理を試みる一方、リスクに対応する制度的仕組み(たとえば各種の保険制度)がその有効性を失いつつあるこ

とを、現代社会におけるリスクの特性やグローパル化しつつある政治・経済的環境の変化をも鑑みながら解き明かし、

併せて、この問題に対処すべく模索されつつある各種社会政策の効用についても検討を施すなど、本格的で均整のと

れた社会学的なリスク研究となっているo

以上の理由から、本審査委員会は本論文を博士(人間科学)の学位授与に十分に値するものと判定する。
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